
【導入】

皆さん、今年の夏はどうでしたか？

まあまあ、

色んなこともあったと思うんですけど

ズバリ、暑かったと思いませんか？

（周囲の反応を見て）

そうそう、そうですよね！

気温も高く、その上長い、9月になっても半袖は余裕だったと思います。

しかも気象庁によると、今年の夏の気温は飛びぬけて高かったそうですよ。

だから私はこの暑さを吹き飛ばすために、海に行ってきました！

涼しい波風を正面から受けながら、

キンキンに冷えたかき氷をほおばる

海っていいですよね〜？

ところで皆さん、泳ぎは得意ですか？

（手を挙げる所作をする）

自分全く泳げないよーって人？

あっ、そこのあなた！

今度一緒に海へ行きませんか？

大丈夫です。

私が助けてあげます！

何を隠そう実は私、海水浴場で働くライフセーバーなんです！

今日は、ライフセーバーである私の体験を絡めつつ、彼らの現状について語りたいと思います。

【定義】

毎年夏になると、多くの観光客で海水浴場はにぎわいます。

マリンスポーツなんかも、海を盛り上げる要素の1つではないでしょうか？

実際、レジャー白書によれば、年間約630万人が海に訪れ、観光地としての魅力を引き出してい
ます。

しかし、このような場所では必ずと言っていいほど事故がつきものです。



そこで、海難事故が発生した時、活躍するのが、そう、ライフセーバーです！

ライフセーバーとは、

浜辺のパトロールを行う海の監視員です。

海には、クラゲや巻貝など、

特殊な対処が必要になる生物が存在し、また注意しなければならない危険な潮の流れがありま

す。

そして、

海底の地形はいくつかの種類に分かれ、救助の際には避けなければならない場所も存在しま

す。

ライフセーバーというのは、

これらの知識や救助をする力を「資格」によって担保された人間のことです。

日本ライフセービング協会によると、全国で4271人がライフセーバーとして活動しているそうで
す。

【役割】

ここで、私がライフセーバーとして行う、業務を紹介しましょう！

まずは「浜辺の監視」です。

海水浴客に危険がないか、海難事故が発生していないかのパトロールを行います。

例えば、溺れている人がいないか、熱中症で倒れている人がいないかなどを確認し、事故の発生

を未然に防ぐ役割を担っているのです。

私がライフセーバーとして働いていた今年の夏も、遊泳客が溺れていないかなどを見て回るた

め、レスキューボートを使って警備活動をおこないました。

海では、潮の流れによって、遊泳客が沖に流されてしまうことがあるので、海上をパトロールする

ことは大変重要なのです。

次に「海水浴客の救命と看護」です。

海難事故が発生した場合。

例えば溺れた人などを発見した際、その人を「泳いで」浜まで運びます。

また。

被害者が心肺停止の状態であった胸骨圧迫などの、

「命を左右する」救命処置を行うのです。

実際に私もライフセーバーとして、

海難事故に立ち会いました。



突如、大波にさらわれた30人の人たち。

親子までも浜から遠く離れた場所で

今にも溺れそうになっていたその光景は、

「鮮明に」記憶に残っています。

幸いにも。

彼らはわたしたちライフセーバーがいたことで、なんとか、浜へと救助できました。

【貢献度】

このように。

私たちライフセーバーは多くの命を救っています。

実際に、日本ライフセービング協会によると。

ライフセーバーは、

年間2,000人以上もの人を救っており、
生存の可能性を「大いに」引き上げているのです。

消防庁によると、

海まで救急車が到着する間、応急手当てができなかった場合の生存率はたったの5％。

それに対し、ライフセーバーが救命措置を行った場合、生存率は「驚異の50％」となるのです。

このような話もあります。

実際に息子を救助してもらったある男性は、

「ライフセーバーの人が、

海から凄いスピードで、救助しに来るところが目に飛び込んで来た。」

と述べています。

みなさん。

彼の眼に映るライフセーバーは、どんな姿だったでしょうか。

それは。まさしく！

ヒーローではないでしょうか！

ライフセーバーが海の安全に大きく貢献していることは明白なのです！

【被害】

しかし、実は今、このような海の安全に貢献しているライフセーバーは「不足」しています！

日本ライフセービング協会のデータを

見てみましょう。



全国の海水浴場の数は、1028箇所。

この海水浴場のうち、

ライフセーバーが配置されているのは

「たった239箇所しか」ないのです！

そのため、ライフセーバーが配置されていない海水浴場も当然、存在します。

茨城県の例を見てみましょう。

海上保安庁によると、

茨城県では2015年から2019年にかけて
海難事故が全体で34件発生しています。

この34件の事故の中で、28件。
つまり８割以上の事故がライフセーバーが配置されていない海水浴場で発生しているのです！

さらに、この28件のうち、12件で死亡者がでています。

ライフセーバーがいれば、

存在しなかったであろう死亡者。

私はそう思います。

このことについて、実際に、

救急救命学の小峯教授も危機感を表しています。

小峯教授によれば、

「周囲を海に囲まれた日本の海岸線は広く、とてもライフセーバーの数が十分とは言えない。

水辺の事故を防ぐための国としての仕組みが整備されているとは言い難い」と

しています。

このことから、

みなさんもライフセーバーがいない状態が、「大変」深刻であることを感じていただけたでしょう。

【原因】

それではみなさん。

なぜ、ライフセーバーの人数は、不足しているのでしょうか？

この原因は、ライフセーバーはあくまでボランティアだからです！

これにより、無償での活動が前提になっています。

海の家などが協力し合って、報酬を用意してくれる場合もありますが、やはり、交通費などの必要

経費が上回ってしまいます。



また、命にかかわる業務なのにも関わらず、保険が整備されていないなどの問題も発生している

のです。

そもそも、ライフセーバーは直接、

金銭的な利益を生むような活動ではないことから、営利化することは困難を極めます。

収益がほとんど見込めない状況なので、ボランティアにとどまってしまっているのです。

しかし、当然ながらボランティアを続けても、  生活は成り立ちません。

そのため、ライフセーバーとしての活動とは別に、生活のための仕事も、

並行して行わなければならないのです。

実際に、ライフセーバーと仕事を両立している男性は

「ライフセービングだけで生活を成り立たせるのは現状だとなかなか厳しい。

一般企業に勤めながら活動しようとすると、体が持たなくなってしまう。」

と語っています。

その結果、皆ライフセーバーを継続することが困難なのです。

これに対し、行政は人手を増やす政策を「打っていません」。

人数以外の政策として、現在、各地方自治体によって、ドローンを活用した安全対策が進められ

ています。

確かに、ドローンがライフセーバーの目となって効率的に危険を察知することで、人手が足りてい

ない場所では有効に機能しています。

しかし、この新技術はライフセーバーがいて初めて成り立つもの。

そのため、そもそもライフセーバーがいない浜辺ではドローンを導入したところで意味がないので

す。

人を助けることが出来るのは「人のみ」

そう。

「ライフセーバー」だけなのです。

しかし。

今、そのライフセーバーの人数が不足しているという現状があります。

この現状、みなさんはどう思いますか？

私は海を愛する一人として、この現状をどうしても解決したいのです。



【問理】

まあ、確かに。

少し観光客が注意していれば、

避けて通れる危険もあるでしょう。

しかし、往々にして、思いもよらない事故というのは起こるもの。

　

そんな時、専門的な知識を持つ人間が、あなたを助けてくれる人が、

「すぐそばにいないということ」。

これは、「命に関わる大きな問題」

と言えます。

つまり、

ここにいる皆さん一人一人が、

「当事者」になりうるのです。

そもそも、私がライフセーバーになろうと思ったきっかけは、高校3年の時に見た「あるニュース」に
起因します。

内容は、子どもが海で溺れ、助けようとした親も波に流され、溺れて死んでしまった、というもので

す。

よくある悲しい事件ですが、

私は、心に穴が開くような感覚を覚えました。

「溺れた人を助ける」

一見、泳げる人なら誰でもできそうな

単純に思えることが、

実際には「とても難しいこと」なのだと痛感したのです。

そこから、私はライフセーバーになろうと決意しました。

一見穏やかそうな海も、時として死と隣り合わせです。

そんな場所で私たちを救ってくれる人はただ一人、ライフセーバー。

本来浜辺にいなければならない彼らがいないこの現状は、変えなければならないのです。

【プラン】

ではみなさん。

どのようにすれば、ライフセーバーに就くことができる人を増やし、



海の安全を守ることができるのでしょう？？

ライフセーバーを増やすためには、安定的にライフセーバーの仕事ができる体制を、

 ととの える必要があるのではないでしょうか？

つまり、公的な資金によって、ライフセーバーを雇う必要があるのです。

そこで私が提案するのは、ライフセーバーを公務員の一員として職業化することです。

実際に、アメリカやオーストラリアでは、ライフセーバーが公務員として活動しています。

夏にはライフセーバーとして働き、冬には他の職業も兼任してもらうこととします。

これによって、ライフセーバーになることの障害となる経済的な負担を軽減し、報酬や、万が一の

ための保険制度も整えられ、ライフセーバーの数を確保することができるのです！

実際に海上保安庁の元幹部によれば、

「海難事故は年間を通して起こっており、公的で専門的なポストとしてライフセーバーを整備する

ことは、安全指導の観点から重要である」と提言しています。

このようにして、ライフセーバーが安心して救命活動に取り組むことができるようになり、海の安全

が確保され、多くの人々が海で、「安全に」楽しむことができるようになるのです。

【締め】

みなさんも海に行くことがあるでしょう。

私は、熱い白浜も、遠い水平線も、海のすべてが大好きです！

でも…やはり事故はつきものなんです。

だから、みなさん！

海へ行った時には、安全管理にしっかり気をつけてください。

そして、何か起こった際には私たち（手を胸に当てる）ライフセーバーを頼ってください。

私たちが「海のヒーロー」として「必ず」守ります！　　

皆さんと迎える、海の明るい未来を願って、本弁論を終了します。

ご清聴ありがとうございました。


